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８．政府統計オンライン調査総合窓口からのログアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）  
 

 

 （２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 

 

 

 

画面右上の          ボタンをクリックします。 

が表示されます。 

ボタンをクリックします。 
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（４） 政府統計オンライン調査総合窓口へのログイン画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （５） ブラウザを閉じます。 
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９．回答の確認・訂正  

 

 送信済みの回答を確認、訂正を行う機能となります。 

 

 （１）調査票一覧画面から「状況」が「回答済」となっている電子調査票をクリックします。 

 

 
 

 

 （２）下記①②の場合は、「回答確認・更新」ボタンをクリックします。下記③の場合は、「新規回答」ボタンをクリッ

クします。 

① 送信済みの回答を確認する場合 

② ③以外の回答訂正を行う場合 

③ 前月分の回答訂正後、その翌月分の回答訂正を行う場合※ 

 

 
 
※前月分の回答を訂正した後にその翌月分の回答訂正を行う場合、「回答確認・更新」から回答を訂正し送信する

と前月との比較によるエラーチェックが正しく機能しない場合があります。 

 そのため、「新規回答」から訂正箇所以外も含めて、改めて入力し送信してください。 

 

①②の場合 ③の場合 
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 （３）電子調査票ファイル形式選択画面が表示されます。 

 

 
 

 （４）調査票入力画面が表示されます。 

訂正が必要な場合には、「６．調査票の取得」「７．調査票の入力」を参考に操作を行い、回答の送信をします。 

 回答を訂正して送信を行う場合、必ず「訂正・追加報告」欄に 

 Excel 版の場合は「１」、HTML 版の場合は「訂正報告」と入力して送信してください。 

 

【HTML 版の場合】 
 （５）HTML 版で回答を訂正し回答送信する際、調査票回答の更新確認画面が表示されます。 

「更新」ボタンをクリックして、回答更新を行います。 

 

 
 

 （６）「調査票回答を受け付けました。」というメッセージが表示されましたら、回答の送信は成功です。 

 

 

１０．【Excel 版のみ】パソコンに保存した送信済みの調査票を使用して訂正報告を行う方法 
パソコンに保存した送信済みの調査票を使用して訂正報告を行う場合こともできます。 

 

パソコンに保存した送信済みの調査票を開き、「７．１．２．調査票の入力」から「７．１．４ 回答データの送

信」の操作を行ってください。 

訂正報告の場合には、「訂正・追加報告」欄に「１」と必ず入力して送信してください。 

 

なお、送信済みの調査票をパソコンに保存していない場合は、「９．回答の確認・訂正」により調査票を再度ダ

ウンロードし、訂正を行ってください。 
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＜ＭＥＭＯ＞ 
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